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に
討
議
が
で
き
る
場
で
も
あ
り
ま
す
。

　

円
滑
な
議
会
運
営
お
よ
び
適
切
な
答

弁
を
得
る
た
め
、
事
前
に
質
問
の
趣
旨

を
議
長
に
通
告
す
る
こ
と
（
通
告
制
）

が
決
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
市
当
局
に

よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
通
告
制
】
つ
う
こ
く
せ
い

　

議
会
で
の
発
言
は
、
す
べ
て
、
議
長

の
許
可
を
得
た
後
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
事
前
に
、
質
問
の
趣
旨
を
議
長

に
提
出
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

を
通
告
制
と
い
い
ま
す
。

　

一
般
質
問
に
つ
い
て
は
、
定
め
ら
れ

た
期
間
内
に
、
議
長
に
質
問
の
趣
旨
を

文
書
で
通
告
す
る
こ
と
が
、
市
議
会
会

議
規
則
で
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

議
案
に
対
す
る
質
疑
に
つ
い
て
は
、

そ
の
時
々
の
議
会
の
状
況
に
よ
っ
て
、

一
部
分
（
新
年
度
予
算
や
決
算
に
対
す

る
質
疑
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
通
告
制

を
実
施
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

通
告
制
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、

議
員
の
質
問
の
内
容
や
件
数
を
、
事
前

に
把
握
で
き
る
た
め
、
議
会
の
ス
ム
ー

ズ
な
進
行
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

【
ヒ
ア
リ
ン
グ
】
ひ
あ
り
ん
ぐ

　

一
般
質
問
の
趣
旨
を
正
確
に
把
握
す

る
た
め
、
市
当
局
が
、
議
員
に
、
質
問

の
趣
旨
を
事
前
に
確
認
す
る
こ
と
で
す
。

　

議
会
の
ス
ム
ー
ズ
な
進
行
お
よ
び
、

一
般
質
問
に
対
し
て
適
切
な
答
弁
を
得

る
こ
と
を
目
的
と
し
、
秩
父
市
議
会
で

は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

議
会
の
仕
事
、
用
語
解
説

【
市
議
会
】
し
ぎ
か
い

　

市
議
会
は
、
市
民
の
要
望
を
聞
き
、

予
算
や
条
例
な
ど
市
の
意
思
を
決
め
る

こ
と
か
ら
「
議
決
機
関
」
と
い
い
、
市

長
は
市
議
会
で
決
め
た
こ
と
に
基
づ
き

な
が
ら
実
際
に
事
業
を
行
う
の
で
「
執

行
機
関
」
と
い
い
ま
す
。
市
議
会
と
市

長
は
、
独
立
し
た
立
場
か
ら
協
力
し
合

い
、
市
政
を
運
営
し
て
い
き
ま
す
。

【
議
会
の
仕
事
】
ぎ
か
い
の
し
ご
と

　

市
議
会
の
本
来
的
な
仕
事
は
、「
議

決
」
で
す
。
市
長
や
議
員
か
ら
提
出
さ

れ
た
議
案
な
ど
を
審
議
し
、
議
会
の
意

思
を
決
め
ま
す
。
主
に
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
り
ま
す
。

◆
条
例
の
制
定
、
改
正
、
廃
止

◆
予
算
の
決
定
、
決
算
の
認
定

◆ 

予
定
価
格
１
億
５
千
万
円
以
上
の
工

事
や
製
造
の
請
負
契
約
の
締
結

◆ 

副
市
長
、
教
育
長
、
監
査
委
員
な
ど

の
選
任
同
意

◆
国
や
県
へ
意
見
書
の
提
出

【
一
般
質
問
】
い
っ
ぱ
ん
し
つ
も
ん

　

一
般
質
問
は
、
議
案
に
関
係
な
く
、

行
財
政
や
市
政
全
般
に
つ
い
て
、
市
長

を
は
じ
め
と
し
た
執
行
機
関
に
対
し
て

見
解
な
ど
を
問
う
も
の
で
、
定
例
会
で

の
み
行
わ
れ
ま
す
。
議
案
の
審
議
と
同

じ
よ
う
に
、
一
般
質
問
も
重
要
な
役
割

を
も
っ
て
お
り
、
市
民
の
考
え
を
市
政

に
反
映
さ
せ
る
な
ど
、
市
当
局
と
自
由

請願・陳情はこんな方法で ••••請願・陳情はこんな方法で ••••請願・陳情はこんな方法で ••••
　請願を市議会へ提出する場合は、
次の様式で作成し、議会事務局へ提
出して下さい。

①請願・陳情の件名
　（「◯◯に関する請願」または
　「◯◯に関する陳情」）
②要旨・理由
　（内容は簡単明瞭に）

③ 請願・陳情者の住所、氏名及び押
印（多人数で請願・陳情する場合
は、必ず代表者を決めてください。）
④ 請願は１人以上の議員の紹介が必
要です。紹介議員の署名又は記名
押印を受けてください。陳情も様
式は請願と同じですが、紹介議員
は必要ありません。

⑤ 請願・陳情の提出はいつでも受け

付けますが、当該定例市議会にか
かるものは、事務処理の都合上、
定例市議会の招集初日の正午まで
に提出をお願いします。
⑥ 請願・陳情の様式は、Ａ４判縦、
横書きでお願いします。
⑦ 詳しくは議会事務局へお問い合わ
せください。
　（下記は請願書様式です。）

◯◯に関する請願者名簿

住　所 氏　名 印

請
願
者
が
多
人
数
の
場
合

◯◯に関する請願
趣旨
◯◯◯◯ ····。
説明
◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯ ····。
上請願します。

平成◯年◯月◯日
請願者（代表者）住所
　　　氏　　名　㊞

秩父市議会
議長　◯◯◯◯様

（
文
例
）

請　願　書

紹介議員
氏　　名　㊞
　（署名または記名押印）

表
紙


